
公 告 
 
 愛知県農業総合試験場規則（昭和３９年愛知県規則第５１号）第２条の規定に基づき、いちじ

く「愛知イチジク 1 号（仮）」の穂木を次のとおり配布する。 
 

令和８年３月２日 
 

愛知県知事 大 村 秀 章 
   (公 印 省 略) 

 
１ 種類、品種及び配布可能数量 

種 類 品種 配布数量（芽） 
いちじく 愛知イチジク 1 号（仮） ※ ２，０００ 

    ※種苗法による品種登録出願公表名「みどりの雫」 
 令和８年１月６日公表、第３８１３９号（令和７年８月８日出願） 

                 
 
２ 配布価格 

１芽当たり ２０円（消費税込み） 
    
３ 申請書 
（１）様式 
   別紙のとおり 
（２）提出先 

愛知県農業総合試験場園芸研究部落葉果樹研究室 
    所在地：長久手市岩作三ケ峯１－１ 

  電 話：０５６１－４１－８９６８（ダイヤルイン） 
（３）提出期限 

 令和８年３月２日（月） から 令和８年３月２３日（月）まで 
（４）受付時間 
   平日 午前９時から午後５時まで 
 
４ 引渡方法 

申請者と協議のうえ決定する。 
 
５ その他 
  種苗法による登録品種のため、育成者権者から同法２６条又は１４条に基づく許諾を得てい

る者に限って配布します。 
なお、配布可能な芽数は限りがあるため、先着順となります。 

 



 
（別紙） 

種 苗 配 布 申 請 書              
 

   年   月   日 
 
 愛知県農業総合試験場長殿 
 

住 所             
氏 名              

 
 下記のとおり、種苗を配布してください。 

種 苗 の     
種 類 

 
いちじく 地域内作付 

総面積 
アール 

品 種 名     作 付 予 定 
面 積 

１アール当

たりの所要

種苗数量 
所 要 種 苗 
数 量 備          考 

 
愛知イチジク 1 号（仮） 

アール    

 
 

    

     

     

 備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
    ２ 種苗の種類ごとに別紙とすること。 
 


